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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側面から複数のリードが突出する電子装置を基板上に半田付けし前記リードに防湿剤を
塗布してなる電子装置の実装構造において、
　前記基板および前記電子装置のうちの少なくとも一方に、前記電子装置と前記基板との
間の隙間内への前記防湿剤の浸入を防止するため浸入防止部を設け、
　前記浸入防止部は、前記基板において前記電子装置に覆われた領域に設けられた該電子
装置方向に開口を有する溝であることを特徴とする電子装置の実装構造。
【請求項２】
　前記溝は、前記リードと前記基板との接点に囲まれた領域内に設けられることを特徴と
する請求項１に記載の電子装置の実装構造。
【請求項３】
　側面から複数のリードが突出する電子装置を基板上に半田付けし前記リードに防湿剤を
塗布してなる電子装置の実装構造において、
　前記基板および前記電子装置のうちの少なくとも一方に、前記電子装置と前記基板との
間の隙間内への前記防湿剤の浸入を防止するため浸入防止部を設け、
　前記浸入防止部は、前記防湿剤を裏面に排出する貫通孔であることを特徴とする電子装
置の実装構造。
【請求項４】
　前記浸入防止部は、前記電子装置の前記基板側端面に設けられ、該基板方向に突出した
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形状を有することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の電子装置の実装構
造。
【請求項５】
　前記浸入防止部は、前記電子装置の前記基板側に略垂直方向に沿った側面から延設され
るとともに、該電子装置の該基板側端面を囲み該基板方向に突出した囲壁であり、
　前記囲壁により囲まれた領域は中空となっていることを特徴とする請求項４に記載の電
子装置の実装構造。
【請求項６】
　前記囲壁の前記電子装置の前記基板側端面からの突出量は、前記基板の前記リードの半
田付け部分と前記電子装置の前記基板側端面との間の距離よりも短いことを特徴とする請
求項５に記載の電子装置の実装構造。
【請求項７】
　前記浸入防止部は、前記基板において前記電子装置に覆われた領域に設けられた該電子
装置方向に突出する囲壁であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の
電子装置の実装構造。
【請求項８】
　前記リードと前記基板との全ての接点は、前記囲壁の外側に設けられることを特徴とす
る請求項５から７のいずれか一項に記載の電子装置の実装構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は基板上に半田付けされた電子装置のリードに防湿剤を塗布する構成の電子装置
の実装構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＱＦＮ（Quad Flat Non-Leaded Package）構造の電子装置（半導体パッケージ）の実装
構造は、特許文献１により知られている。
　このＱＦＮ構造の電子装置に似た四方向リードタイプのパッケージ構造にＱＦＰ（Quad
 Flat Package）構造の電子装置がある。このＱＦＰ構造の電子装置では、ＱＦＮ構造の
ものとは異なり、多数のリードが四側面から外方に突出する構造である。このＱＦＰ構造
の電子装置では、車両に搭載される機器などに用いられる場合、使用環境の温度変化によ
ってリードに結露し、結露水によってリード間が短絡されるといった事故を起す恐れがあ
るので、これを避けるために、基板に半田付けした後、リード部分を覆うようにヒューミ
シール（エアブラウン社の商標）などの防湿剤を塗布するようにしている。
【特許文献１】特開２００７－２６６３８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般にこれらの防湿剤は塗布時に、液状で流動性が高いことが知られている。このため
、電子装置のリード部分に防湿剤を塗布する際に、防湿剤が基板と電子装置との間の小さ
な隙間内にも浸入し硬化する。硬化した防湿剤は、周囲の温度変化に伴って膨張収縮し、
膨張時には基板に対して電子装置に押し上げの力を発生させ、収縮時には基板に対して電
子装置を引っ張る押し下げの力を発生させるため、リードの半田付け部分が応力を受ける
。そして、長期の使用では電子装置のリードの半田が防湿剤の膨張収縮に伴い繰り返し応
力を受けて疲労するという恐れがある。ただし、リード部を覆うように塗布されている防
湿剤の熱膨張による応力はリード線の回りから均等にかかるため、半田付け部の疲労には
ほとんど関与しないと考えられ、特に問題になるのは電子装置と基板部の隙間に浸入した
防湿剤である。
【０００４】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、その目的は、半田付け部分に繰り返し応
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力が作用することを極力防止できる電子装置の実装構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１の発明では、防湿剤が基板と電子装置の間に浸入しない構造を提案する。また
、基板に、電子装置方向に開口部を持つ溝を形成することを特徴としている。これにより
、電子装置と基板の間の隙間に浸入しようとした防湿剤はこの溝内に貯留され、隙間内に
浸入することを抑制する。請求項２の発明では、上記の防湿剤浸入防止構造が、電子装置
のリードよりも内側に設置されているものを規定している。請求項３の発明では、溝の代
わりに裏面にまで到達する貫通孔を設けることで、同様の効果を企図したものである。
　請求項４は具体的な例で、電子装置の基板に向き合った面にダム状の突出した形状の土
手を形成したものである。この形状のダム的な効果によって防湿剤が基板と電子装置との
間の隙間内に浸入することが防止される。これにより防湿剤の温度変化による膨張収縮に
関する影響は排除できる。また、請求項５は、その突出形状を電子装置の側面に則して設
けたものであり、これにより隙間内に浸入する防湿剤を最小限に抑える効果がある請求項
６の発明では、電子装置が基板に実装されたときには突出部が接触しないような寸法とす
ることが規定されている。こうすることによって実装の半田付け時にリードが浮くことに
よる半田付け不良を防止することができる。
【０００６】
　請求項７の発明では、防湿剤が浸入する防壁を基板側に設けた構造を提案したものであ
る。
【０００７】
　請求項８の発明では、上記の防湿剤浸入防止構造が、電子装置のリードよりも内側に設
置されているものを規定している。熱膨張による半田疲労に関与する防湿剤はリード線よ
りも内側に浸入したものが主な原因となるため、それを抑制することを目的としている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明を、自動車に搭載されるヨーレートセンサに適用して実施形態により具体
的に説明する。なお、ヨーレートセンサは、自動車の回転角速度（ヨーレート）を検出す
るためのもので、センサ素子が検出した回転角速度をデジタル信号にして出力するもので
ある。
【０００９】
　［第１の実施形態］
　図１～図３は本発明の第１の実施形態を示す。ヨーレートセンサ１は、分解して示す図
３のように、開放された一面を蓋板２によって塞がれるケース３内に、複数の電気・電子
部品を搭載したプリント配線基板（基板）４を収納して構成される。プリント配線基板４
上の電気・電子部品には、角速度を検出するセンサ素子５、センサ素子５から出力される
アナログ信号を処理してデジタル信号化する演算素子（電子装置）６などが含まれる。な
お、図３には、センサ素子４および演算素子６以外の他の電気電子部品は図示されていな
い。
【００１０】
　演算素子６は、半導体チップとリードフレームとをモールド樹脂により封止してなるも
ので、図２に示すように、矩形状をなし、その四側面から多数のリード７が取り出された
ＱＦＰ構造を有する。この演算素子６は表面実装型で、そのリード７は、図１に示すよう
に、プリント配線基板（基板）４の表面に形成された多数のランド８に半田９付けによっ
て電気的に接続されると共に機械的に固定される。
【００１１】
　この演算素子６の厚さ方向の両面のうち、プリント配線基板４に搭載されたときに当該
プリント配線基板４と対向する面（基板側端面、以下、裏面という。）６ａには、外周に
沿って突出した構造である凸条（浸入防止部）１０が設けられている。この凸条１０は、
ＩＣチップを樹脂封止する際の型成形により、封止用のモールド樹脂と一体に矩形枠状に
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形成されたものである。
【００１２】
　本実施形態の場合、凸条１０は、演算素子６のプリント配線基板４に略垂直に沿った側
面（前後左右の側面）から延設されると共に、演算素子６の裏面６ａを囲みプリント配線
基板４方向に突出する囲壁となっており、この凸条１０によって囲まれた領域は中空とな
っている。また、この凸条１０の裏面６ａからの突出量、つまり高さ寸法ｈは、リード７
の裏面６ａからの突出寸法Ｈ（プリント配線基板４のリード７の半田付け部分であるラン
ド８と演算素子６の裏面６ａとの間の距離に相当）よりもやや小さくなっている。
【００１３】
　上記の演算素子６をプリント配線基板４に実装するには、まず、演算素子６の各リード
７をプリント配線基板４の各ランド８上に載置し、各リード７を各ランド８に半田付けす
る。この状態では、各リード７とプリント配線基板４との接点、つまり半田９付けされた
部分は、全て囲壁である凸条１０の外側に位置している。半田付け後、演算素子６をプリ
ント配線基板４に半田付けし、そして、リード７には防湿剤１１を塗布する。この防湿剤
１１は、流動性を有した粘液状のもので、固化すると、硬質なものとなる。
【００１４】
　この防湿剤１１は、リード７、ランド８、リード７をランド８に接続した半田９を、こ
れらの全体を覆うような状態で塗布される。この際、防湿剤１１は、演算素子６とプリン
ト配線基板４との間の隙間内に浸入しようとするが、演算素子６の裏面６ａに凸条１０が
突設されていて、この凸条１０とプリント配線基板４との間の隙間が極く狭くなっている
ので、防湿剤１１が凸条１０によって演算素子６とプリント配線基板４との間の隙間内に
浸入することが阻止される。
【００１５】
　このように本実施形態によれば、防湿剤１１がリード７、ランド８、半田９を覆ってい
るので、周囲温度の変化によって結露が生じても、リード７同士が結露などによる水分に
よって電気的に接続された状態（短絡）になる恐れがない。その上、防湿剤１１が演算素
子６とプリント配線基板４との間の隙間内に浸入することが凸条１０によって極力防止さ
れるので、温度変化によって防湿剤１１が膨張収縮しても、演算素子６が持ち上げられた
りする恐れがない。それは、リードの回りを覆う防湿剤１１の熱膨張による力はリード７
とランド８に対して周りから均等にかかるため、半田疲労を誘発する応力とはなりにくく
、問題となるのは隙間内に浸入した防湿剤であるためである。このため、半田９が防湿剤
１１の膨張収縮の影響を受ける恐れが本来的になくなり、半田９が繰り返し応力を受けて
早期に疲労するという事態の発生を極力防止することができる。
【００１６】
　［第２の実施形態］
　図４および図５は本発明の第２の実施形態を示すものである。この実施形態は、上記第
１の実施形態の演算素子６に凸条１０を設けることに代えて、プリント配線基板４上に矩
形枠状の凸条１２を設けたところにある。プリント配線基板４上の凸条１２は、インクを
シルク印刷により盛り上げることによって形成したものである。
【００１７】
　この実施形態においても、第１の実施形態と同様に、凸条１２は囲壁を構成し、この凸
条１２によって囲まれた領域は中空になっていると共に、各リード７とプリント配線基板
４との接点、つまり半田９付けされた部分は、全て凸条１２の外側に位置している。また
、凸条１２のプリント配線基板４からの突出量（高さ）は、リード７の裏面６ａからの突
出寸法よりもやや小さくなっている。
【００１８】
　このようにプリント配線基板４側に、プリント配線基板４と演算素子６との間に防湿剤
１１が侵入することを防止する凸条１２を設けた場合であっても、前述の第１実施形態と
同様の効果を奏することができる。
　さらに、本実施形態２のように、シルク印刷により凸条１２を形成すれば、演算素子６
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の載置前にシルク印刷を行うだけで済むため、特段に工程を複雑化させることなく、上記
効果を奏することができる。
【００１９】
［第３の実施形態］
　図６は本発明の第３の実施形態を示すものである。この実施形態は、上記第２の実施形
態の凸条１２を設けることに代えて、プリント配線基板４上に演算素子６方向に向けて開
口する溝（浸入防止部）１３を設けたところにある。この溝１３は、演算素子６によって
覆われた領域に、その全周にわたって形成されている。そして、この溝１３の外側に各リ
ード７とプリント配線基板４との接点である半田９付け部分が位置している。
【００２０】
　このようにプリント配線基板４側に溝１３を設けた場合には、余分の防湿剤１１は溝１
３内に浸入しそこに溜められてプリント配線基板４と演算素子６との間に浸入することが
防止されるので、前述の各実施形態と同様の効果を奏することができる。
　更に、このような溝１３を設ければ、防湿剤１１の塗布量のバラツキを吸収することが
できる。
【００２１】
［第４の実施形態］
　図７は本発明の第４の実施形態を示すものである。この実施形態は、プリント配線基板
４の演算素子６と対向する部位に１または複数個の貫通孔（浸入防止部）１４を形成した
ことを特徴とするものである。貫通孔１４を１個設ける場合には、演算素子６と対向する
部位の中央部に設けることが好ましい。本実施形態では、複数個の貫通孔１４を、演算素
子６と対向する部位の周囲部に設けている。
【００２２】
　このように構成した場合には、防湿剤１１の塗布時に、防湿剤１１が演算素子６とプリ
ント配線基板４との間の隙間内に浸入するが、その浸入した防湿剤１１は、貫通孔１４を
通じて演算素子６とプリント配線基板４との間の隙間内から外へと抜け出る。このため、
演算素子６とプリント配線基板４との間の隙間内に残る防湿剤１１の量が少なくなり、そ
の結果、演算素子６が持ち上げられるようなことがなくなり、或いは演算素子６の持ち上
げられる応力や上方への動き量が軽減されるようになるので、半田９の疲労を極力防止す
ることができる。
【００２３】
［その他の実施形態］
　本発明は上記し且つ図面に示す実施形態に限定されるものではなく、以下のような拡張
或いは変更が可能である。
　本発明を適用する電子装置は、演算素子６に限られず、ＱＦＰ型の半導体パッケージに
広く適用でき、更には、ＱＦＰ型の半導体パッケージやその他の型の半導体パッケージに
限られず、側面から多数のリードが取り出された電子装置を基板に半田付けする場合に広
く適用することができる。また、パッケージ底部に電極のあるものなど、半田により表面
実装で基板上に取り付ける電子装置にも一般的に応用できる。
　更に、防湿剤に限らず、基板と電子装置の間に樹脂が浸透し、硬化後熱応力がかかるも
の、例えばゲル状の保護剤やポッティング、コーティング剤の場合にも使用することがで
きる。
　浸入防止部は、防湿剤を塗布する部分、即ち電子装置のリードが設けられている部分に
対応して設ければ良い。例えば、電子装置の四側面のうちニ側面だけにリードが設けられ
ている場合、浸入防止部は、電子装置のリードのある二側面に対応して設ければ良いもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す要部の断面図
【図２】演算素子の斜視図
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【図３】基板を収容するケースと共に示す分解斜視図
【図４】本発明の第２の実施形態を示す要部の断面図
【図５】基板の要部の斜視図
【図６】本発明の第3の実施形態を示す要部の断面図
【図７】本発明の第4の実施形態を示す要部の断面図
【符号の説明】
【００２５】
　図面中、２は蓋板、３はケース、４はプリント配線基板、６は演算素子（電子装置）、
６ａは裏面（基板側端面）、７はリード、８はランド、９は半田、１０は囲壁（浸入防止
部）、１１は防湿剤、１２は囲壁（浸入防止部）、１３は溝（浸入防止部）、１４は貫通
孔（浸入防止部）を示す。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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